
 

入札公告 
 
 
次のとおり一般競争入札に付します。 

 
令和６年５月１３日 
支出負担行為担当官 
国立国会図書館関西館総務課長  辰巳 公一 
 
１ 調達内容 
（１）件名 

関西館本館照明設備改修工事（令和６年度） 
（２）工事期間 

契約締結の翌日から令和７年３月２４日まで 
（３）調達案件の仕様等 

入札説明書及び仕様書による。 
（４）入札方法 

本工事は、入札前に「企業・配置予定技術者の能力」、「施工計画」（簡易な施工計画）について記述

した競争参加資格確認資料等を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定す

る総合評価落札方式（施工能力評価型（国土交通省直轄工事における総合評価落札方式の運用ガイドラ

イン（２０１３年３月）における「施工能力評価型Ⅰ型」に相当する。））の適用工事である。 
落札者決定は、総合評価落札方式をもって行うので、企業の能力等及び配置予定技術者の能力等を評

価するために必要な書類（以下「証明書等」という。）を提出すること。なお、落札決定に当たっては、

入札書に記載された金額に当該金額の１０％に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、

消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の

１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
 
２ 競争参加資格 
（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条の規定に該当しない者であること。なお、

未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、

特別の理由がある場合に該当する。 
（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 
（３）令和６・７年度国立国会図書館競争参加資格（建設工事）「電気工事」のＡ若しくはＢの等級に格付けさ

れている者、又は当該競争参加資格を有しない者で、証明書等の提出期限までに競争参加資格審査を受

け、当該等級に格付けされたものであること。 
（４）以下に定める届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。 

・健康保険法（大正１１年法律第７０号）第４８条の規定による届出 



・厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）第２７条の規定による届出 
・雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第７条の規定による届出 

（５）平成２１年４月１日以降に、元請として完成・引渡しが完了した以下の要件を満たす同種工事又は類似

工事を施工した実績を有すること（共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合

のものに限る。経常建設共同企業体にあっては、構成員の１者が平成２１年４月１日以降に、元請とし

て完成・引渡しが完了した実績を有していればよい。）。ただし、当該実績が国立国会図書館の発注した

工事である場合においては、工事成績の評定点が６５点未満のものを除く。工事成績を相互利用してい

る各省庁が発注した工事で「工事成績相互利用適用対象工事（入札説明書別添資料２参照）」に該当する

もの（以下「工事成績相互利用適用対象工事」という。）においても同様とする。なお、建築一式工事に

おける施工実績は含まない。 
① 同種工事とは、次の内容を満たす工事とする。 

・150台以上のシステム天井用照明器具の更新工事又は新設工事 
② 類似工事とは、次の内容を満たす工事とする。 

・100台以上の照明器具の更新工事又は新設工事 
（６）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者（以下「配置予定技術者」という。）を配置できるこ

と。 
① 配置予定技術者は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に定める要件を満たすものであるこ

と（入札説明書参照。）。 
② 平成２１年４月１日以降に、元請けとして完成・引渡しが完了した同種工事又は類似工事（（５）

に掲げる工事）を施工した経験を有すること（共同企業体の構成員としての経験は、出資比率が

２０％以上の場合のものに限る。ただし、当該経験が国立国会図書館の発注した工事である場合

においては、工事成績の評定点が６５点未満のものを除く。工事成績相互利用適用対象工事であ

る場合においても同様とする。）。 
③ 当該工事を受注した場合において、監理技術者が必要となる工事にあっては、配置予定技術者が

監理技術者資格者証を有し、監理技術者講習を修了している者であること。 
④ 配置予定技術者にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であるので、その旨を明示する

ことができる資料を添付すること。明示がなされない場合は入札に参加できないことがある。な

お、恒常的な雇用関係とは、入札の申込み（競争参加資格確認申請時）の日以前に３か月以上の

雇用関係があることをいう。また、証明書等の提出時点において、配置予定技術者を決定できな

いことにより複数名の候補者をもって配置予定技術者の資料を提出することができる。 
（７）施工計画（簡易な施工計画）が適正であること。 

施工計画を求める課題は次のとおりとする。 

・本工事におけるシステム天井用照明器具の施工（試験含む。）において品質を確保するための着目点

と施工方法 

（８）国立国会図書館が発注した工事又は工事成績相互利用適用対象工事で、令和３年１０月１日から令和５

年９月３０日までに完成した元請けとしての工事の実績がある場合においては、当該工事種別に係る工

事成績の評定点の平均が６０点以上であること。 
（９）「国立国会図書館の発注する工事の請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成１４年国図管第９６号）



に基づく指名停止を受けていないこと。 
（１０）その他予算決算及び会計令第７３条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者で

あること。 
 
３ 総合評価落札方式に関する事項  

（１）総合評価落札方式の仕組み  

本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式とする。  

① ２．に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点１００点を与える。  

② 次の（２）に示す評価項目により最大２０点の加算点を与える。  

③ 得られた標準点と加算点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」と

いう。）を用いて落札者を決定する。  

（２）評価項目  

次の項目を評価項目とする。  

① 企業の能力に関する事項 

② 配置予定技術者の能力に関する事項  

（３）入札の評価に関する基準  

本工事の総合評価に関する加算点付与の考え方は、入札説明書による｡  

（４）落札者の決定  

入札参加者は、価格及び上記（２）に示す評価項目の証明書等をもって入札し、次の①から③の要件

に該当する者のうち、評価値｛評価値＝(標準点＋加算点)／入札価格｝の最も高い者を落札者とする。  

① 入札価格が予定価格の制限範囲内であること。  

② 最低限の要求要件を全て満たしていること。  

③ 評価値が標準点（１００点）を予定価格で除した数値に対して下回らないこと。  

 
４ 事前に提出すべき証明書等の提出場所等 
（１）契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 

〒６１９－０２８７ 京都府相楽郡精華町精華台８－１－３ 
国立国会図書館関西館総務課会計係 担当：北野 仁一 
電 話 ０７７４－９８－１２４２ 
電子メール ｍｌ－ｋ－ｃｈｏｔａｔｓｕ＠ｎｄｌ．ｇｏ．ｊｐ 

（ｌ、ｏは小文字のエル、オー。－はハイフン。） 
（２）入札説明書の交付方法 

本公告の日から、（１）の場所又は電子ファイルで交付する。電子ファイルでの交付を希望する者は、

（１）の問合せ先に次の内容の電子メールを送信した上で、電話で当該電子メールの受信確認を行うこ

と。 
① 標題 １（１）の件名を記載 
② 本文 交付申請者の住所、氏名、所属（法人名）、電話番号、メールアドレス 

（３）事前に提出すべき証明書等の提出期限及び提出場所 



① 日時 令和６年６月１３日 午後５時（郵送の場合は必着のこと） 
② 場所 （１）に同じ 

（４）入札書の提出期限及び提出場所 
① 日時 令和６年７月８日 午後５時（郵送の場合は必着のこと） 
② 場所 （１）に同じ 

（５）開札の日時及び場所 
① 日時 令和６年７月９日 午後２時 
② 場所 国立国会図書館関西館３階 総務課東会議室 

 
５ その他 
（１）入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 
（２）入札保証金 

免除 
（３）契約保証金 

契約時に用意すること（請負代金額の１０分の１以上）。 
（４）入札者に要求される事項 

この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す証明書等を作成し、提出期限までに提出す

ること。提出された証明書等を支出負担行為担当官において確認及び審査の上、資格を認められたもの

に限り、入札の対象者とする。なお、提出された証明書について説明を求められたときは、これに応じ

なければならない。 

（５）入札の無効 
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者の提出した入札書は、無効とする。 
（６）契約書作成の要否 

要 
（７）支払条件 

    全額後払い 
（８）火災保険付保の要否 

要 
（９）落札者の決定方法 

総合評価落札方式とし、入札金額が予算決算及び会計令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格

の制限の範囲内にある者の中で、支出負担行為担当官が入札説明書で定める総合評価の方法をもって落

札者を定める。 

（１０）その他 
詳細は入札説明書による。 


